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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
二
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
厚
生
労
働
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
に
、
退
職
金
共
済
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
業
務
の
適

正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
資
産
運
用
委
員
会
を
置
く
。

第
二

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
の
一
部
改
正

厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
対
す
る
立
入
検
査
の
権
限
の
一
部
を
内
閣
総
理
大
臣
に
委
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
権
限
を
金
融
庁
長
官
に
委
任
す
る
。

第
三

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
二
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。



- -2

第
四

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名
を
「
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
法
人
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
に
改
称
す
る
。

二

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
、
役
員
と
し
て
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
業
務
を
担
当
す
る
理
事
一

人
を
置
く
。

第
六

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継

す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
承
継

す
る
。

三

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
法
は
、
廃
止
す
る
。


